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この本の読み方

落とし穴とは何か
　この本では，いくつもの産業医活動における落とし穴について説明をしていま
す．落とし穴といっても様々な意味合いがあります．例えば，産業医の役割とし
て間違ったもの，産業医活動として効果がないものや出にくいもの，事業活動に
逆効果なもの，労働者の健康に対して有害にもなりうるもの，社会環境に対して
も悪影響を及ぼすものなどです．そして，落とし穴によっては挽回や修正がきく
ものから，致命的にもなりうるものまで様々あります．産業医活動には正解がな
いとよく言われますが，それは企業によって事情が異なり，企業ごとの産業医活
動があるためであり，企業のニーズや労働者のニーズ，社会的なニーズも時代と
ともに変わるということもあります．そのため，企業によっては「落とし穴」と
は言えないケースもありえるでしょう．この本で説明している落とし穴の存在を
認識した上で，もしはまってしまっていると感じた場合には，その意味合いや影
響度合い・深刻度合いを評価し，直ちに修正しなければいけないのか，もう少し
様子を見られるのか，といったことを判断してください．

落とし穴を踏まえた上での産業医活動の進め方
　この本で一貫して伝えたいことは，やりすぎや押し付けは良くないということ
です．産業医活動は企業の安全衛生活動に含まれるものであり，産業医一人の考
えで行うものではなく，企業が必要とすることや，企業に必要なことを見極めて
進めていくものです．そして安全衛生活動の主体たる企業や労働者，社内の様々
な関係者を巻き込んで，丁寧に協議しながら進めていくことが重要です．脇役で
あり助言者である産業医は，独立した立場で公正・公平さも意識しながら，専門
職として企業の安全衛生活動を推進していく必要があります．本書で説明してい
る落とし穴は，絶対にやってはいけない，やるべきではない，ということが伝え
たいのではありません．あくまで落とし穴に注意しながら，関係者と協議，合意
形成を図りながら推進してほしいということになります．なお，産業医活動は，
予防活動の特性上，今困っているわけではない人たちに対する介入が多くなりま
すので，特に本人の自己決定権の尊重は忘れてはならない視点だと思います．
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臨床医マインドバリバリで産業医活動を行っていませんか？

主治医と産業医のダブルスタンダードになっていませんか？

疾病性ではなく事例性に着目して対応していますか？

このようなことはありませんか？

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

あそこの先生の
診断はおかしい

勝手に診断して
治療方針を
決めるな！

ちょっとこの処方は
私のやり方とは
違うかなぁ…

え，今かかっている
主治医を信じたら
ダメなのかな？

主治医先生御侍史
　
＃中耳炎
　
すぐに治療が必要
です。
　
産業医＊＊より
　

主治医の診断書に難癖を
つけて，通院先を変えて
しまってよいの？！ 

従業員が受けている治療
を暗に批判すると従業員
は困っちゃう？！

病院への紹介状で，産業医が
診断から治療方針まで決めた
ら主治医の立つ瀬がない？！

38 2章　産業医活動のジレンマ

臨床医マインド
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従業員に対して長時間にわたり一方的に説明をしていませんか？

面談の対象者である従業員は面談の目的やゴールを理解しています
か？

臨床現場の医療面接と，産業保健現場の面談との違いを押さえていま
すか？

このようなことはありませんか？

あれ？　今の産業医と
の面談は何のため
だったんだろう？

はい，大丈夫ですね
もう，けっこうですよ
お大事にしてください

？

この産業医は
けっきょく何を

してくれるのかな？

せっかく面談をしたのに，
面談の目的を理解して
いない労働者

産業医の役割が
わからない労働者

臨床の外来のように
面談を行ってしまう
産業医

68 3章　産業医活動の様々な場面の落とし穴
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法令のあるべき論ばかり伝えていませんか？

実現可能性の低い提案ばかりしていませんか？

残業を制限するだけの役割になっていませんか？

このようなことはありませんか？

法令違反ばかり主張する産業医

健康障害を極端に主張する産業医 実現可能性の低い提案をする産業医

企業の実情を理解しない産業医

？

法令違反なので
残業ダメです 残業禁止でえ，いやいや

残業は危険です
健康第一です！

ちゃんと睡眠時間と
余暇の時間を
確保しましょう

そんなこと
いわれても

残業多くて時間を確保
できないのに，そんなこと
できるわけないだろ？

？

113

過重労働面談
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